
 
み ど り サ ポ ー タ ー ズ ク ラ ブ 規 約  

２０２２年６⽉２５⽇制定 
 
第１章 総 則 
（名称） 

第１条 本会は、みどりサポーターズクラブ（以下「本会」という。）と称する。 
 
（事務所） 

第２条 本会の事務所は、学校法⼈みどり幼稚園事務室内に置く。 
（新潟県新潟市中央区東中通１番町８６） 

 
第２章 ⽬的及び事業 
（⽬的） 

第３条  本会は認定こども園みどり幼稚園（以下「本園」という。）を⽀援し、会員相互の親睦を図
り、地域に貢献する活動を⾏う。 

 
（活動・事業の種類） 

第４条 本会は前条の⽬的を達成するために次の各号に該当する事業を実施する。 
（1） 本園諸⾏事への⽀援 
（2） 本園の教育環境整備への⽀援 
（3） 会員相互の研修と親睦 
（4） 会報の発⾏ 
（5） その他⽬的の達成に必要な事項 

 
第３章 会員 
（種別） 

第５条 本会の会員は、次の２種とする。 
（1） 正会員は、本会の⽬的に賛同し⼊会した個⼈⼜は団体とする。  
（2） 賛助会員は、本会の事業を賛助するために⼊会した個⼈⼜は団体とする。 

 
（⼊会） 

第６条 本会の会員は、本会の⽬的に賛同し、本会所定の⼊会申込書により、会⻑に申し込んだ者と
する。 

 
（退会） 

第７条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。 
２ 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 



(1) 本⼈が死亡したとき 
(2) 会費を１年以上納⼊しないとき 

 
（会費） 
 第８条 会員は、次の各号に定める会費を納⼊しなければならない。⼝数は会員の任意とする。 

(1) 正会員  ① 個⼈ １⼝  ３，０００円（年額）  
   ② 団体 １⼝ １０，０００円（年額） 

(2) 賛助会員 ① 個⼈ １⼝    ５００円（年額） 
           ② 団体 １⼝  １，０００円（年額） 
 
第４章 役 員 
（役員） 

第 9 条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。 
(1) 会 ⻑  １名 
(2) 副会⻑  ２名 
(3) 会 計  ２名 
(4) 監 事  ２名 

２ 第 1 項で定める役員は、総会において会員の互選により選出する。 
３ 役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

  
（職務） 
 第 10 条 会⻑は本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるときはその職務を代⾏する。 
 ３ 会計は、本会の会計を担当する。 

４ 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。 
 
（解任） 
 第 11 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを解任することが 

できる。 
(1) ⼼⾝の故障により、職務の執⾏に耐えられないと認められるとき。 
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。 

 
（役員会） 

第 12 条 役員会は役員をもって構成する。 
２ 監事は決議に加わることができない。 
３ 役員会は、総会に提出する議案を作成するものとする。 
４ 役員会は、総会の決議した事項及びその他総会の決議を要しない場合の業務を執⾏するものとす

る。 



５ 役員会の開催は、年２回（４⽉、11 ⽉）を原則とし、必要に応じ会⻑が招集するものとする。 
６ 役員会は必要に応じ、園⻑その他に陪席を要請することができる。 

 
第５章 総会 
 第 13 条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年２回開催するものとする。ただし、必要がある 

ときは、臨時に総会を開催することができるものとする。 
２ 総会は､次の各号に掲げる事項について審議し､決議する。 

(1) 規約の改正 
(2) 本会の解散 
(3) 事業の変更 
(4) 事業計画並びに収⽀予算及び決算 
(5) 役員の選任及び解任 
(6) その他本会の運営に関し重要な事項 

 ３ 総会の議事については議事録を作成し、会⻑及び副会⻑が記名し、押印し、保存する。 
 
（開催） 
第 14 条 総会は、会⻑が召集する。 
２ 総会は正会員の半数以上の参加を要する。ただし、委任状による出席も可能とする。 
 
（議決） 
第 15 条 総会の議事は､出席した正会員（委任状を除く）の過半数で決議する。 

 
第６章 会計 
 （経費） 
 第 16条 本会の運営に要する経費は次の各号をもって充てる。 

(1) 会費 
(2) 寄付⾦ 
(3) 事業収⼊ 
(4) その他の収⼊ 

 
 （事業年度） 

第 17条 本会の事業年度は、４⽉１⽇から翌年の３⽉３１⽇までとする。 
 
 （事業計画及び予算） 

第 18条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、会⻑が作成し、総会の決議を経なければなら 
ない。 

 
 （事業報告及び決算） 



第 19 条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会⻑が作成し、  
監事の監査を受け、総会の決議を経なければならない。 

 
第７章 雑則 
 第 20 条 本会の運営に関し必要な細則及び規定は、この会則に反しない限りにおいて、役員会の決 

議を経て定める。なお、細則等を制定、改正、及び廃⽌した場合は、次期総会において報告
する。 

 
附則 

１ この規約は、２０２２年６⽉２５⽇から施⾏する。 


